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第３章 意思表示
公序良俗違反

1 Ａは、「近く新幹線が開通し、別荘地として最適である」旨のＢの虚偽の説明を信じて、Ｂの所有する
原野(時価20万円)を、別荘地として2,000万円で購入する契約を締結した。Ａは、当該契約は公序良俗に
反するとして、その取消しを主張するとともに、Ｂの不法行為責任を追及することができる。[H6-2(1)]

2 Ａ所有の土地について、ＡがＢに、ＢがＣに売り渡し、ＡからＢへ、ＢからＣへそれぞれ所有権移転登
記がなされた。Ｃが移転登記を受ける際に、ＡＢ間の売買契約が公序良俗に反し無効であることを知ら
なかった場合、Ｃは、Ａに対して土地の所有権の取得を対抗できる。[H8-5(2)]

心裡留保

1 Ａ所有の土地につき、ＡとＢとの間で売買契約を締結し、Ｂは当該土地につき第三者との間で売買契約
を締結していない。Ａの売渡し申込みの意思は真意ではなく、ＢもＡの意思が真意ではないことを知っ
ていた場合、ＡとＢとの意思は合致しているので、売買契約は有効である。[H16-1(1)]【同問題[H10-
7(3)]】

2 Ａ所有の甲土地についてのＡＢ間の売買契約について、Ａは甲土地を「1,000万円で売却する」という意
思表示を行ったが当該意思表示はＡの真意ではなく、Ｂもその旨を知っていた。この場合、Ｂが「1,000
万円で購入する」という意思表示をすれば、ＡＢ間の売買契約は有効に成立する。[H19-1(1)]

詐欺

1 Ａ所有の土地について、ＡがＢに、ＢがＣに売り渡し、ＡからＢへ、ＢからＣへそれぞれ所有権移転登
記がなされた。Ｃが移転登記を受ける際に、ＡＢ間の売買契約がＢの詐欺に基づくものであることを知
らなかった場合で、当該登記の後にＡによりＡＢ間の売買契約が取り消されたとき、Ｃは、Ａに対して
土地の所有権の取得を対抗できる。[H8-5(1)]【同問題[H1-3(1)]】

2 ＡがＢの欺罔行為によって、Ａ所有の建物をＣに売却する契約をした。Ａは、Ｂが欺罔行為をしたこと
を、Ｃが知っているときでないと、売買契約の取消しをすることができない。[H14-1(1)]【同問題[H10-
7(1)]】

3 Ａ所有の土地につき、Ａが、Ｃの詐欺によってＢとの間で売買契約を締結した場合、Ｃの詐欺をＢが
知っているか否かにかかわらず、Ａは売買契約を取り消すことはできない。[H16-1(3)]

4 ＡがＢの欺罔行為によって、Ａ所有の建物をＣに売却する契約をした。Ｃが当該建物を、詐欺について
善意のＤに転売して所有権移転登記を済ませても、Ａは詐欺による取り消しをして、Ｄから建物の返還
を求めることができる。[H14-1(4)]

5 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約に係る意思表示を詐欺による
ものとして適法に取り消した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該取消後に当該不動産を買
主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。[H19-6(1)]【同問題[H9-6(1)]】

強迫

1 所有権がＡからＢに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約について、ＦはＢとの間で売買
契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後ＡはＢの強迫を理由にＡＢ間の売買契約を取り消した
場合、ＦがＢによる強迫を知っていたときに限り、Ａは所有者であることをＦに対して主張できる。
[H20-2(4)]【同問題[H1-(4)][H10-7(2)]】

2 Ａがその所有地をＢに譲渡し、移転登記を完了した後、Ｃが、Ｂからその土地を賃借して、建物を建
て、保存登記を完了した。その後、ＡがＢの強迫を理由としてＡＢ間の売買契約を取り消し、Ｃに対し
て土地の明渡し及び建物の収去を請求した。Ｃは、借地権に基づき、Ａの請求を拒むことができる。
[H3-2(1)]
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第３章 意思表示
公序良俗違反

1 × 本問は暴利行為として公序良俗に反する契約になると思われる。しかし、公序良俗違反は無効であ
り、取り消しうる行為となるのではない。なお、Ｂは故意によりＡに損害を与えているので、Ｂの
不法行為責任を追及できるとする後半部分は正しい。[H6-2(1)]

2 × 公序良俗に反する契約は無効であり、善意の第三者に対しても、その無効を主張できる。したがっ
て、ＣはＡに対して土地の所有権の取得を対抗できない。[H8-5(2)]

心裡留保

1 × Ａの意思表示は真意ではないので心裡留保による意思表示である。心裡留保による意思表示は、原
則として有効であるが、相手方が真意でないことを知っていた場合には、これに効力を認める必要
はないので、例外的に無効となる。[H16-1(1)]

2 × Ａの売却の意思表示は、Ａの真意ではないので、心裡留保による意思表示である。したがって、Ｂ
がＡの意思表示が真意でないことを知っていた場合は、Ａの意思表示は無効になる。[H19-1(1)]

詐欺

1 ○ 詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。Ｃは、Ｂの詐欺につい
て善意であるから、Ａに対して土地の所有権の取得を対抗できる。[H8-5(1)]

2 ○ 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っ
ていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。[H14-1(1)]

3 × 第三者の詐欺による意思表示は、相手方が詐欺の事実を知っていた場合に限り、その意思表示を取
り消すことができる。したがって、「Ｃの詐欺をＢが知っているか否かにかかわらず」という本肢
は誤りである。[H16-1(3)]

4 × 詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。したがって、Ａは詐欺
による取消しを、善意のＤに対抗することができない。[H14-1(4)]

5 ○ 本肢の第三者は、詐欺による意思表示の取り消し後の第三者です。詐欺による意思表示をした者と
取り消し後の第三者との関係は対抗関係になり、登記を先に備えた方が優先する（判例）。[H19-
6(1)]

強迫

1 × 強迫による意思表示は、取り消すことができ、これは善意の第三者にも対抗することができる。し
たがって、Ｂによる強迫をＦが知っていたか否かにかかわらず、ＡはＦに対して所有者であること
を主張することができる。[H20-2(4)]

2 × 強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができる。したがって、ＣはＡの請
求を拒むことができない。[H3-2(1)]
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3 Ａがその所有地をＢに譲渡し、移転登記を完了した後、Ｃが、Ｂからその土地を賃借して、建物を建
て、保存登記を完了した。その後、ＡがＢの強迫を理由としてＡＢ間の売買契約を取り消し、Ｃに対し
て土地の明渡し及び建物の収去を請求した。Ｃは、ＡがＢから強迫を受けたことを知らないことについ
て善意無過失であるとして、Ａの請求を拒むことができる。[H3-2(3)]

4 Ａがその所有地をＢに譲渡し、移転登記を完了した後、Ｃが、Ｂからその土地を賃借して、建物を建
て、保存登記を完了した。その後、ＡがＢの強迫を理由としてＡＢ間の売買契約を取り消し、Ｃに対し
て土地の明渡し及び建物の収去を請求した。Ｃは、Ａの請求を拒むことができない。[H3-2(4)]

5 Ａ所有の土地につき、ＡとＢとの間で売買契約を締結した。Ａが、Ｃの強迫によってＢとの間で売買契
約を締結した場合、Ｃの強迫をＢが知らなければ、Ａは売買契約を取り消すことができない。[H16-
1(4)]

6 Ａ所有の甲土地について、Ａが第三者Ｃの強迫によりＢとの間で売買契約を締結した場合、Ｂがその強
迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、ＡはＡＢ間の売買契約に関する意思表示を取り消すことが
できる。[H19-1(3)]

7 ＡがＢから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名のるＣがＡに対して連絡してきた。甲土地は
ＣからＢ、ＢからＡと売却されており、ＣＢ間の売買契約がＢの強迫により締結されたことを理由とし
て取り消された場合には、ＢＡ間の売買契約締結の時期にかかわらず、Ｃは登記がなくてもＡに対して
所有権を主張することができる。[H22-4(2)]

虚偽表示

1 Ａが、債権者の差押えを免れるため、Ｂと通謀して、Ａ所有地をＢに仮装譲渡する契約をした。ＢがＡ
から所有権移転登記を受けていた場合でも、Ａは、Ｂに対して、ＡＢ間の契約の無効を主張することが
できる。[H12-4(1)]

2 Ａ所有の土地につき、ＡとＢとの間で売買契約を締結した。Ａが、強制執行を逃れるために、実際には
売り渡す意思はないのにＢと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合、売買契約は無効で
ある。[H16-1(2)]

3 Ａ所有の甲土地についてのＡＢ間の売買契約が、ＡとＢとで意を通じた仮装のものであったとしても、
Ａの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをＢが知っていた場合には、
ＡＢ間の売買契約は有効に成立する。[H19-1(2)]

4 Ａが、債権者の差押えを免れるため、Ｂと通謀して、Ａ所有地をＢに仮装譲渡する契約をした。ＤがＡ
からこの土地の譲渡を受けた場合には、所有権移転登記を受けていないときでも、Ｄは、Ｂに対して、
その所有権を主張することができる。[H12-4(3)]

5 Ａ所有の土地が、ＡからＢ、Ｂから善意無過失のＣへと売り渡され、移転登記もなされている。Ａが差
押えを免れるため、Ｂと通謀して登記名義をＢに移した場合、Ａは、ＡＢ間の契約の無効を主張するこ
とはできるが、Ｃに対して所有権を主張することはできない。[H2-4(4)]

6 Ａが、その所有地について、債権者Ｂの差押えを免れるため、Ｃと通謀して、登記名義をＣに移転した
ところ、Ｃは、その土地をＤに譲渡した。ＡＣ間の契約は無効であるから、Ａは、Ｄが善意であって
も、Ｄに対し所有権を主張することができる。[H5-3(1)]

7 Ａが、その所有地について、債権者Ｂの差押えを免れるため、Ｃと通謀して、登記名義をＣに移転した
ところ、Ｃは、その土地をＤに譲渡した。Ｄが善意であっても、Ｂが善意であれば、Ｂは、Ｄに対し売
買契約の無効を主張することができる。[H5-3(2)]

8 ＡとＢは、Ａ所有の土地について、所有権を移転する意思がないのに通謀して売買契約を締結し、Ｂの
名義に移転登記をした。Ｂがこの土地にＣに対する抵当権を設定し、その登記をした場合で、ＣがＡＢ
間の契約の事情を知っていたときは、Ａは、Ｃに対して抵当権設定行為の無効を主張することができ
る。[H7-4(1)]

9 ＡがＢから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名のるＣがＡに対して連絡してきた。Ｃは債権
者の追及を逃れるために売買契約の実態はないのに登記だけＢに移し、Ｂがそれに乗じてＡとの間で売
買契約を締結した場合には、ＣＢ間の売買契約が存在しない以上、Ａは所有権を主張することができな
い。[H22-4(4)]

10 所有権がＡからＢに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約について、ＤはＢとの間で売買
契約を締結したが、ＡＢ間の所有権移転登記はＡとＢが通じてした仮装の売買契約に基づくものであっ
た場合、ＤがＡＢ間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことに無過失であっても、Ｄが所
有権移転登記を備えていなければ、Ａは所有者であることをＤに対して主張できる。[H20-2(2)]【同問
題[H5-3(3)][H12-4(2)]】
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3 × 強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができる。したがって、ＣはＡの請
求を拒むことができない。[H3-2(3)]

4 ○ 強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができる。したがって、ＣはＡの請
求を拒むことができない。[H3-2(4)]

5 × Ａの意思表示は、第三者の強迫による意思表示であるが、第三者の詐欺の場合と異なり、相手方が
詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、Ａは意思表示を取り消すことができる。[H16-1(4)]

6 ○ 相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合、相手方がその事実を知っていたかど
うかにかかわらず、その意思表示を取り消すことができる。[H19-1(3)]

7 × Ａが、Ｃの取消前の第三者である場合には、ＣはＡに対して強迫による意思表示の取消を対抗で
き、これには登記は不要である。しかし、ＡがＣの取消後の第三者である場合には、ＣとＡは対抗
関係に立ち、Ｃは登記がなければＡに対して意思表示の取消を主張することはできない。[H22-
4(2)]

虚偽表示

1 ○ 虚偽表示による意思表示は無効となる。これは、Ｂが登記をしている場合でも同様である。[H12-
4(1)]

2 ○ Ａの意思表示は、強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのに売買契約の締結をし
ているので、虚偽表示による意思表示である。したがって、この売買契約は無効である。[H16-
1(2)]

3 × ＡＢ間の売買契約は、虚偽表示であり、ＡＢ間の売買契約は無効になる。これは、相手方のＢがＡ
の動機を知っていたとしても同じである。[H19-1(2)]

4 ○ ＡＢ間の虚偽表示は無効であり、Ｂは無権利者である。したがって、Ａから当該土地を譲り受けた
Ｄは、登記の有無を問わずＢに対して所有権を主張することができる。[H12-4(3)]

5 ○ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効となるが、この無効は、善意の第三者に対抗すること
ができない。[H2-4(4)]

6 × ＡＣ間の売買契約は、虚偽表示に基づくものであり、虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第
三者に対抗することができない。 [H5-3(1)]

7 × ＡＣ間の売買契約は、虚偽表示に基づくものであり、Ｄは善意であれば保護され、債権者のＢが善
意であったとしても、Ｄに対して売買契約の無効を主張することはできない（判例）。[H5-3(2)]

8 ○ 虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。Ｃは悪意であるか
ら、Ａは虚偽表示による意思表示の無効をＣに対抗することができる。[H7-4(1)]

9 × ＣＢ間の意思表示は虚偽表示によるものと認められる。そして、虚偽表示による意思表示の無効
は、善意の第三者に対抗することはできないので、Ａが善意であれば、Ａは所有権を主張すること
ができる。[H22-4(4)]

10 × 虚偽表示による意思表示は、無効となるが、その法律行為の無効は、善意の第三者に対抗すること
ができない。そして、この善意の第三者が保護されるには登記は不要である（判例）。したがっ
て、Ａは所有者であることをＤに対して主張することはできない。[H20-2(2)]
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11 ＡとＢは、Ａ所有の土地について、所有権を移転する意思がないのに通謀して売買契約を締結し、Ｂの
名義に移転登記をした。Ｂがこの土地をＤに売却し、所有権移転登記をした場合で、ＤがＡＢ間の契約
の事情を知らなかったことについて過失があるときは、Ａは、Ｄに対してこの土地の所有権を主張する
ことができる。[H7-4(2)]

12 Ａが、その所有地について、債権者Ｂの差押えを免れるため、Ｃと通謀して、登記名義をＣに移転した
ところ、Ｃは、その土地をＤに譲渡した。Ｄがその土地をＥに譲渡した場合、Ｅは、Ｄの善意悪意にか
かわらず、Ｅが善意であれば、Ａに対し所有権を主張することができる。[H5-3(4)]【同問題[H7-
4(4)]】

錯誤

1 Ａは、「近く新幹線が開通し、別荘地として最適である」旨のＢの虚偽の説明を信じて、Ｂの所有する
原野（時価20万円）を、別荘地として2,000万円で購入する契約を締結した。Ａは、無過失のときに限
り、法律行為の要素に錯誤があるとして、その無効を主張することができる。[H6-2(2)]

2 Ａが、Ｂに住宅用地を売却した。Ｂは、代金をローンで支払うと定めて契約したが、Ｂの重大な過失に
よりローン融資を受けることができない場合、Ｂは、錯誤による売買契約の無効を主張することはでき
ない。[H13-2(4)]【同問題[H10-7(4)]】

3 Ａが、Ｂに住宅用地を売却した。Ｂが、Ａや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これな
ら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞（古い防空壕）があり、建築するため
には著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Ｂは、売買契約は錯誤によって無効であると
主張できる。[H13-2(1)]

4 ＡがＢに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。錯誤が、売却
の意思表示の内容の重要な部分に関するものであり、法律行為の要素の錯誤と認められる場合であって
も、この売却の意思表示が無効となることはない。[H17-2(1)]

5 ＡがＢに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。錯誤を理由と
してこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるＡに重過失があるときは、Ａは自らその
無効を主張することができない。[H17-2(3)]

6 意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張するこ
とができない。[H21-1(1)]

7 Ａが、Ｂに住宅用地を売却した。Ａが、今なら課税されないと信じていたが、これをＢに話さないで売
却した場合、後に課税されたとしても、Ａは、この売買契約が錯誤によって無効であるとはいえない。
[H13-2(3)]

8 ＡがＢに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。錯誤が、売却
の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容としてＡがＢに対し
て表示した場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。[H17-2(2)]

9 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的
に表示した場合は、法律行為の要素となる。[H21-1(3)]

10 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に
表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。[H21-1(4)]

11 Ａ所有の土地が、ＡからＢ、Ｂから善意無過失のＣへと売り渡され、移転登記もなされている。Ａが要
素の錯誤により契約をした場合、Ａは、重大な過失がないときは、ＡＢ間の契約の無効を主張し、Ｃに
対して所有権を主張することができる。[H2-4(3)]

12 ＡがＢに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。錯誤を理由と
してこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるＡがその錯誤を認めていないときは、Ｂ
はこの売却の意思表示の無効を主張できる。[H17-2(4)]

13 Ａが、Ｂに住宅用地を売却した。売買契約に要素の錯誤があった場合は、Ｂに代金を貸し付けたＣは、
Ｂがその錯誤を認めず、無効を主張する意思がないときでも、Ａに対し、Ｂに代位して、無効を主張す
ることができる。[H13-2(2)]

14 表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、民法第95条に基づく意思表示の無効を主張する意
思がない場合は、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。[H21-1(2)]
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11 × 虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないが、第三者は善意であ
れば、過失の有無を問わない（判例）。したがって、ＡはＤに対して土地の所有権を主張すること
ができる。[H7-4(2)]

12 ○ 第三者Ｄからの転得者Ｅも、虚偽表示の場合の「第三者」にあたり、第三者Ｄの善意・悪意にかか
わらず、Ｅは善意であれば保護される（判例）。[H5-3(4)]

錯誤

1 × ＡはＢの詐欺により、錯誤に陥っているので錯誤の主張をすることもできるが、そのためには無過
失でなくても、無重過失であればよい。[H6-2(2)]

2 ○ 錯誤無効を主張するには、表意者に重大な過失がないことが必要である。Ｂは重大な過失により
ローン融資を受けることができなかったわけであるから、Ｂは売買契約の無効を主張することはで
きない。[H13-2(4)]

3 ○ 本肢は、地下に空洞があるので、法律行為の要素に錯誤があり、また買主はＡや媒介業者の説明を
よく聞いており、重過失もないことから、意思表示の無効を主張することができる。[H13-2(1)]

4 × 錯誤による意思表示は、意思表示の要素に錯誤があり、表意者に重大な過失がなければ、無効とな
る。[H17-2(1)]

5 ○ 表意者が、錯誤による無効を主張するには、表意者に重大な過失がないことが要件となっている。
[H17-2(3)]

6 ○ 錯誤による意思表示の無効を主張するには、意思表示をした者（表意者）に重大な過失がないこと
が必要である。[H21-1(1)]

7 ○ Ａは今なら課税されないと信じていることから、動機の錯誤がある。動機の錯誤は、その動機が表
示され意思表示の内容となっているときは、無効となる。本肢では、その動機（課税されないこ
と）をＢに話していないので、その動機が表示されたとはいえない。したがって、Ａは売買契約の
無効を主張することはできない。[H13-2(3)]

8 × 動機の錯誤も、その動機が表示され意思表示の内容となっているときは、錯誤の規定が適用され、
無効となる場合がある。[H17-2(2)]

9 ○ 動機の錯誤は、表意者がその動機を意思表示の内容とした場合には、法律行為の要素となり、錯誤
による無効を主張することができる。本肢では、動機を明示的に表示しているので、要素の錯誤と
なる。[H21-1(3)]

10 × 動機の錯誤は、表意者がその動機を意思表示の内容とした場合には、法律行為の要素となり、錯誤
による無効を主張することができる。本肢では、そして、この動機は意思表示の内容としていれ
ば、その表示が明示的か黙示的かは問わず、動機の要素の錯誤となる。[H21-1(4)]

11 ○ 法律行為の要素に錯誤があり、表意者に重大な過失がなく契約をしたときは、その契約は無効であ
り、善意の第三者にも対抗することができる。[H2-4(3)]

12 × 錯誤による無効は、錯誤による意思表示をした表意者を保護するための規定であるから、表意者で
あるＡが錯誤を認めていないときは、相手方から、錯誤による無効を主張することはできない。
[H17-2(4)]

13 × 錯誤による無効は、表意者を保護するためであるから、原則として第三者から無効を主張すること
はできない。[H13-2(2)]

14 ○ 錯誤無効の主張は、表意者を保護するためのものであるから、表意者自身がその意思表示に瑕疵を
認めていないのならば、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。[H21-1(2)]
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